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第８章 農村振興局 

 

第１節 東日本大震災からの復
旧・復興 

 

１ 農地・農業用施設等の被害状況 

 

平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災は、

東北地方を中心に 15 県における農地・農業用施設等

に、被害額 8,414 億円という過去の災害をはるかに

上回る未曾有の被害をもたらした。 

地震により発生した津波により、太平洋沿岸６県

(青森・岩手・宮城・福島・茨城・千葉)においては、

約２万４千 ha の農地が冠水し、広域にわたりがれき

堆積や塩害などの被害が発生した。また、農業用施

設では、ほとんどの排水機場の機能が停止、海岸保

全施設についても海岸堤防の全半壊等の被害が発生

した。 

さらに、内陸部も含め、広範囲の農地・農業用施

設等において、地盤沈下や液状化による被害が発生

した。特に、農業用パイプラインは、茨城県や千葉

県を中心に、液状化等により数多く損壊した。 

 

２ 農地・農業用施設等の復旧・復興に向

けた取組 

 

(1) 平成 29 年度までの取組 

東日本大震災に係る津波による災害に対処し、早

期営農再開を図るため、平成 23 年５月２日には「東

日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関

する法律(土地改良法特例法)」が、同年４月 29 日に

は「東日本大震災による被害を受けた公共土木施設

の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関

する法律(震災復旧代行法)」が成立・施行された。 

また、同年８月 26 日には、農地の復旧スケジュー

ル等を明確化すべく、「農業・農村の復興マスター

プラン」を策定し、その後、被災自治体での復旧、

復興に向けた計画づくり等の取組の進展を踏まえ、

営農再開可能面積の見通し等について概ね１年毎に

見直しを図ってきた。 

被災した農地や農業用施設等については、災害復

旧事業等を活用して応急対策や本格復旧、除塩事業

及び農地周りの施設の補修等に共同で取り組むなど

の対策を推進した。 

農林水産省は、地震被災地域６地区(迫川上流・荒

砥沢ダム、迫川上流、河南、白河矢吹、阿武隈川上

流、芳賀台地)、津波被災地域６地区(定川、仙台東、

名取川、亘理山元、亘理・山元農地海岸、南相馬)、

避難指示区域内１地区(請戸川)について国の直轄事

業として復旧を進め、平成 24 年度に地震被災地域６

地区について、平成 26 年度に津波被災地域１地区

(定川)について、平成 28 年度に津波被災地域３地区

(名取川、亘理山元、亘理・山元農地海岸)について

復旧工事を完了した。 

さらに、復旧の先の復興を見据えた取組として、

岩手県、宮城県、福島県においては、直轄事業(仙台

東地区)や東日本大震災復興交付金等を活用し、農地

の大区画化等を推進してきた。 

(2) 平成 30 年度における取組 

「農業・農村の復興マスタープラン」における被

災自治体での復旧・復興に向けた計画づくり等の取

組の進展を踏まえ、営農再開可能面積の見通し等に

ついて見直しを行い、平成 30 年度までに被災農地の

85％を復旧する見込みとした。 

農林水産省は、津波被災地域２地区(仙台東、南相

馬)、避難指示区域内１地区(請戸川)について国の直

轄事業として復旧を進めている。 

さらに、復旧の先の復興を見据えた取組として、

岩手県、宮城県、福島県においては、直轄事業(仙台

東地区)や東日本大震災復興交付金等を活用し、農地

の大区画化を約９千 ha(平成 31 年３月時点)で計画

し、実施している。 

これらの措置等により、平成 30 年度までに津波被災

農地の約 92％(津波被災農地から農地転用されたも

の(見込みを含む)を除く)で営農再開が可能となっ

た。 

 

３ その他の取組 

 

(1) 福島農業基盤復旧再生計画調査 

避難指示区域等において、農地・農業用施設の被

災状況調査や除染の工程を考慮した農業基盤の復

旧・整備方針の検討等をするための予算を措置した。 

平成 30 年度予算額 821 百万円 
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(2) 直轄農業水利施設放射性物質対策事業 

農業水利施設の放射性物質による地域の農業生産

活動等に与える影響を低減するための調査・対策等

を実施した。 

平成 30 年度予算額 1,356 百万円 

 

第２節 農山漁村及び中山間地
域等の振興 

 

１ 農山漁村の振興 

 

農村は、農業者を含めた地域住民の生活の場であ

り、そのような場で農業が営まれていることにより、

農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしている

ことから、農業が食料その他の農産物の供給の機能

及びそれ以外の多面的機能を適切かつ十分に発揮で

きるよう、農業の生産条件の整備及び生活環境の整

備その他の福祉の向上により、農村の振興が図られ

なければならない。 

一方、農村の現状は、農家人口の減少と混住化が

進んでおり、さらに、地域産業の経営の厳しさ、過

疎化・高齢化の進展等によりその活力が低下してい

る。 

このため、農村における土地の農業上の利用と他

の利用との調整に留意して、農業の振興その他農村

の総合的な振興に関する施策を計画的に推進し、地

域の農業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、

豊かで住みよいアメニティに満ちた農村とするた

め、農業生産基盤の整備と交通、衛生、教育、文化

等の生活環境の整備その他の福祉の向上とを総合的

に推進し、必要な施策を実施した。 

 

２ 中山間地域等の振興 

 

中山間地域の人口は全国の約１割であるが、農家

数、耕地面積、農業産出額とも全国の約４割を占め、

我が国農業の重要な部分を担うとともに、国土・自

然環境の保全、保健休養の場の提供等多面的機能の

発揮の面からも大きな役割を果たしている。 

しかしながら、中山間地域は、傾斜地が多く、ま

とまった農地が少ないなどの制約があり、規模拡大

が困難な上、定住条件の整備が立ち遅れており、農

業者の高齢化や担い手の減少、耕作放棄地の増加な

どの厳しい実情にある。 

このような中山間地域の活性化を図るため、地域

の基幹産業である農業の振興を図るとともに、多様

な就業機会の確保、更には都市地域に比べて立ち遅

れている生活環境の整備を図っているところであ

る。 

具体的には、農業生産活動を維持するための中山

間地域等直接支払制度など、各種の施策を実施する

ことにより、中山間地域の活性化に努めている。 

 

(1) 中山間地域等直接支払交付金 

中山間地域等は、河川の上流域に位置し、農業生

産活動等を通じ国土の保全、水源のかん養、良好な

景観形成等の多面的機能を発揮している。しかしな

がら、前述のように、中山間地域等は、人口減少や

高齢化が進行する中、平地に比べ自然的・経済的・

社会的条件が不利な地域があることから、担い手の

減少、耕作放棄地の増加等による多面的機能の低下

が特に懸念されている。 

このため、農業生産活動等の維持を通じて、中山

間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機

能を確保する観点から、平成 12 年度より中山間地域

等直接支払交付金を実施している。 

第１期対策(平成 12 年度～平成 16 年度)、第２期

対策(平成 17 年度～平成 21 年度)、第３期対策(平成

22 年度～26 年度)を経て、平成 27 年度からは農業の

有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成

26 年法律第 78 号)に基づいた安定的な措置として、

第４期対策(～令和元年度)を開始し、高齢化にも配

慮したより取り組みやすい仕組みに見直すととも

に、特に条件が厳しい超急傾斜地(協定農用地の勾配

が田で 1/10 以上、畑で 20 度以上である農地)の保全

等の取組に対する加算を措置している。 

ア 対象地域及び対象農用地 

特定農山村地域における農林業等の活性化のた

めの基盤整備の促進に関する法律、山村振興法、

過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法、離島

振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発

特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法等の

指定地域及び都道府県知事が指定する地域内の農

用地区域内に存する、(ア)～(オ)の要件に該当する１

ha 以上の一団の農用地 

(ア) 急傾斜農用地 

(イ) 自然条件により小区画・不整形な田 

(ウ) 草地比率の高い草地 

(エ) 緩傾斜農用地又は高齢化率・耕作放棄率の高

い集落に存する農地で市町村長が必要と認める

農用地 

(オ) 都道府県知事が定める基準に該当する農用地 
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イ 対象者及び交付額 

対象農用地において集落協定等に基づき５年間

以上継続して農業生産活動等を行う農業者等に対

して、対象農用地面積に、地目及び区分毎の交付

単価を乗じた額を交付する。 

ウ 事業実施主体等 

(ア) 事業実施主体 地方公共団体 

(イ) 予算額 25,890,000 千円 

また、第４期対策の取組の維持・拡大を図る

ため、都道府県が行う市町村への普及指導や、

市町村が行う第４期対策の趣旨徹底のための集

落説明会、実施状況の確認等、本制度の適正かつ

円滑な実施を促進するために必要な経費を助成

する中山間地域等直接支払推進交付金を都道府

県及び市町村に対して交付した(予算額 249,601

千円)。 

エ 実施状況 

平成 30 年度の実施状況は、25,958 協定(対前年

90協定増)、交付面積は 66.4万 ha(対前年 1,732ha

増)となっている。 

(2) 中山間地農業ルネッサンス事業 

中山間地は平地に比べ、豊かな自然、景観、気候、

風土条件を活かした収益力のある農業を営むことが

できる可能性を秘めた重要な地域である。 

このため、傾斜地等の条件不利性や鳥獣被害の増

加など中山間地農業が置かれている状況を踏まえつ

つ、地域の特色を活かした多様な取組を後押しする

ため、多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村の

実現や、地域コミュニティによる農地等の地域資源

の維持・継承に向けた取組を総合的に支援する中山

間地農業ルネッサンス事業を実施している。 

ア 対象地域 

特定農山村地域における農林業等の活性化のた

めの基盤整備の促進に関する法律、山村振興法、

過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法、離島

振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発

特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、豪

雪地帯対策特別措置法、旧急傾斜地帯農業振興臨

時措置法又は農林統計における中間農業地域・山

間農業地域の基準に該当する地域の指定地域内 

イ 対象事業 

(ア) 中山間地農業ルネッサンス推進事業 

(イ) 支援事業 

ａ 多様で豊かな農業と美しく活力ある農山村

の実現に向けた支援 

・強い農業づくり交付金 

・農業農村整備関係事業 

・農業経営法人化支援総合事業のうち農業経

営法人化支援事業 

・食料産業・６次産業化交付金のうち加工・

直売施設整備 

・農山漁村振興交付金(山村活性化対策を除く) 

ｂ 地域コミュニティによる農地等の地域資源

の維持・継承 

・多面的機能支払交付金 

・環境保全型農業直接支払交付金 

・鳥獣被害防止総合対策交付金のうち整備事業 

・荒廃農地等利活用促進交付金 

・国産飼料増産対策のうち肉用牛・酪農基盤強化

化対策のうち放牧活用型 

・森林・山村多面的機能発揮対策交付金 

ウ 事業実施主体等 

(ア) 事業実施主体 地方公共団体等 

(イ) 予算額 40,000,000 千円 

エ 実施状況 

本事業を実施するに当たって、都道府県は複数

の市町村単位等で中山間地農業の振興を図る地域

別農業振興計画を策定。平成 30 年度末時点で 252

地域で地域別農業振興計画を策定し、推進事業や

支援事業を組み合わせて、多様で豊かな農業と美

しく活力ある農山村の実現に向けた基盤整備や施

設整備、地域コミュニティによる農地等の地域資

源の維持・継承に向けた共同活動など、各種取組

を行っている。 

(3) 中山間地域所得向上支援事業 

中山間地域は、豊かな風土を活かして全国的なブ

ランド化が図られるなど、経営者の意欲によって、

今後の農業経営に大きな希望が持てる地域である。 

一方、平成 27 年 10 月５日には環太平洋パートナ

ーシップ(TPP)協定が大筋合意され、また、平成 29

年７月６日には日 EU 経済連携協定(EPA)が大枠合意

されたことを受け、「総合的な TPP 等関連政策大綱

(平成 29 年 11 月 24 日 TPP 総合対策本部決定)」にお

いて、次世代を担う経営感覚に優れた担い手を支援

することとされた。 

これらを踏まえ、収益性の高い農産物等の生産・

販売等の取組を総合的に支援し、意欲ある中山間地

域の農業者等の所得向上を目的として、中山間地域

所得向上支援事業を実施している。 

ア 対象地域及び対象農用地 

特定農山村地域における農林業等の活性化のた

めの基盤整備の促進に関する法律、山村振興法、
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過疎地域自立促進特別措置法、半島振興法、離島

振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振興開発

特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法、豪

雪地帯対策特別措置法、旧急傾斜地帯農業振興臨

時措置法又は農林統計における中間農業地域・山

間農業地域の基準に該当する地域の指定地域のう

ち、中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業

振興計画を策定した地域。 

イ 対象事業 

(ア) 所得向上推進事業 

(イ) 基盤整備 

(ウ) 施設整備等 

ウ 事業実施主体等 

(ア) 事業実施主体 地方公共団体等 

(イ) 予算額 8,000,000 千円 

エ 実施状況 

本事業を実施するに当たって、都道府県又は市

町村が計画主体として所得向上計画を策定。計画

区域は農用地全体に占める主傾斜 1/100 以上の農

用地の面積割合が概ね 25％以上の農用地(北海道

内にあっては、主傾斜 1/100 以上の農用地の面積

割合が概ね５％以上)とし、計画区域において推進

事業、基盤整備及び施設整備等を総合的に支援。 

平成 30 年度末時点で延べ 545 地区(Ｈ28 補正：

225 地区、Ｈ29 補正：281 地区、Ｈ30 補正：122

地区)で各種取組を行っている。 

 

３ 特定地域の振興 

 

(1) 山村振興対策 

山村振興法(昭和 40 年法律第 64 号)に基づき指定

された振興山村(734 市町村(平成 30 年４月１日現

在))において、生産基盤と生活環境の整備、地球温

暖化防止等に向けた森林の整備等の公共事業や、農

山漁村振興交付金等の非公共事業を実施した。 

また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げ

や採択基準の緩和等の措置を講じているほか、市町

村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の

整備の都道府県による代行制度や農林漁業振興のた

めの株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付制

度等を措置した。 

(2) 特殊土壌地帯対策 

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和

27年法律第 96号)に基づき指定された特殊土壌地帯

(14 県 254 市町村(平成 30 年４月１日現在))の対策

として、国土交通省や総務省等とともに治山、治水、

農用地整備等の各種施策を実施している。 

また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げ

や採択基準の緩和等の措置を講じた。 

(3) 過疎地域対策 

過疎地域自立促進特別措置法(平成 12年法律第 15

号)に基づき指定された過疎地域(817 市町村(平成

30 年４月１日現在))において、生産基盤と生活環境

の整備、地球温暖化防止等に向けた森林の整備等の

公共事業や、農山漁村振興交付金等に基づく事業を

実施している。 

また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げ

や採択基準の緩和等の措置を講じているほか、市町

村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の

整備の都道府県による代行制度や農林漁業振興のた

めの株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付制

度を措置した。 

(4) 豪雪地帯対策 

豪雪地帯対策特別措置法(昭和 37 年法律第 73 号)

に基づき指定された豪雪地帯(532地域(平成 30年４

月１日現在))において、地域産業の振興や国土保全

施設の整備のための事業を実施した。 

また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げ

や採択基準の緩和等の措置を講じた。 

(5) 半島振興対策 

半島振興法(昭和 60 年法律第 63 号)に基づき指定

された半島振興対策実施地域(23 地域(平成 30 年４

月１日現在))において、生産基盤と生活環境の整備

の公共事業や、農山漁村振興交付金等の非公共事業

を実施している。 

また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げ

や採択基準の緩和等の措置を講じているほか、市町

村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道の

整備の都道府県による代行制度を措置した。 

(6) 離島振興対策 

離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)に基づき指定

された離島振興対策実施地域(78地域 255島(平成 30

年４月１日現在))において、国土保全関係、生産基

盤整備の公共事業や、農山漁村振興交付金(うち都市

農村共生・対流及び地域活性化対策)、離島漁業再生

支援交付金等の非公共事業を実施した。 

また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げ

や採択基準の緩和等の措置を講じた。 

(7) 奄美群島振興対策 

奄美群島振興開発特別措置法(昭和 29 年法律第

189 号)に基づく奄美群島(12 市町村(平成 30 年４月
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１日現在))に対し、国土保全関係、生産基盤整備の

公共事業や、さとうきび生産対策、植物防疫対策(特

殊病害虫特別防除等)、農山漁村振興交付金等の非公

共事業を実施した。 

また、各種事業の実施に対し、補助率の引き上げ

や採択基準の緩和等の措置を講じた。 

 

４ 多面的機能支払交付金 

 

農業・農村は、国土保全、水源かん養、自然環境

保全、景観形成等の多面的機能を有している。しか

しながら、農村地域の高齢化や人口減少等により、

地域の共同活動等によって支えられている農業・農

村の多面的機能の発揮に支障が生じつつある。この

ため、多面的機能の発揮を目的として、平成 26 年度

に多面的機能支払交付金を創設し、地域共同で行う、

多面的機能を支える活動や、地域資源の質的向上を

図る活動を支援した。 

 

(1) 農地維持支払交付金 

水路の泥上げや農道の路面維持など地域資源の基

礎的な保全活動、農村の構造変化に対応した体制の

拡充・強化等、多面的機能を支える共同活動を支援

した。 

平成 30 年度は、約 229 万 ha の農用地を対象に、

約２万８千組織が取組を実施した。 

ア 対象農用地 

農振農用地及び都道府県知事が多面的機能の発

揮の観点から必要と認める農用地 

イ 対象者 

農業者のみ又は農業者及びその他の者(地域住

民、団体等)で構成する組織 

ウ 補助率 定額 

エ 予算額 46,801 百万円の内数 

(2) 資源向上支払交付金 

水路、農道等の軽微な補修や植栽による景観形成

など農村環境の良好な保全をはじめとする地域資源

の質的向上を図る活動、施設の長寿命化のための活

動を支援した。 

平成 30 年度は、約 202 万 ha の農用地を対象に、

約２万２千組織が取組を実施した。 

ア 対象農用地 

農振農用地 

イ 対象者 

農業者及びその他の者(地域住民、団体等)で構

成する組織 

ウ 補助率 定額 

エ 予算額 46,801 百万円の内数 

また、多面的機能支払交付金が広く国民の理解

を得て、農業・農村の有する多面的機能を適切に

発揮させるためには、国と地方公共団体が連携し

て交付金を効率的に推進するとともに、第三者機

関による実施状況の点検等に基づき、事業を実施

していくことが重要である。 

このような観点から、多面的機能支払推進交付

金により、都道府県、市町村及び推進組織が行う

交付金の交付等を適正かつ円滑に実施するために

必要な経費を支援した(予算額 1,600 百万円)。 

 

５ 農山漁村振興交付金等 

 

(1) 農山漁村振興交付金 

地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業

者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村に

おける所得の向上や雇用の増大に結びつける取組を

総合的に支援し、農山漁村の活性化を推進した。 

ア 地域活性化対策 

農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した

地域の活動計画づくりや実践活動を支援した。 

(ア) 事業実施主体 地域協議会 

(イ) 交付率 定額(上限 500 万円等) 

(ウ) 予算額 10,070,000 千円の内数 

イ 都市農業機能発揮対策 

農業体験や交流の場の提供など、都市農業の多

様な機能を発揮する取組のほか、農地の周辺環境

対策や災害時の避難地としての活用を支援した。 

(ア) 事業実施主体 地域協議会等 

(イ) 交付率 定額(上限 200 万円) 

(ウ) 予算額 10,070,000 千円の内数 

ウ 農泊推進対策 

「農泊」をビジネスとして実施できる体制の整

備、観光コンテンツの磨き上げや宿泊施設の整備

等を一体的に支援した。 

(ア) 事業実施主体 地域協議会等 

(イ) 交付率 定額、1/2 等 

(ウ) 予算額 5,655,000 千円 

エ 農福連携対策 

福祉農園等を整備する取組に加え、障害者の適

性を踏まえた農業活動を行うための取組を支援し

た。 

(ア) 事業実施主体 地域協議会等 

(イ) 交付率 定額、1/2 等 
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(ウ) 予算額 10,070,000 千円の内数 

オ 山村活性化対策 

山村の所得の向上や雇用の増大に向け、山菜や

薪炭等の山村の特色ある地域資源等の潜在力を活

用するため、地域資源の商品化や販売促進等の取

組を支援した。 

(ア) 事業実施主体 市町村、地域協議会等 

(イ) 交付率 定額(上限 1,000 万円等) 

(ウ) 予算額 780,000 千円 

カ 農山漁村活性化整備対策 

市町村等が作成する活性化計画に基づき、農山

漁村における定住、所得の向上や雇用の増大を図

るために必要な生産施設等の整備を支援した。 

(ア) 事業実施主体 都道府県、市町村等 

(イ) 交付率 定額、1/2 等 

(ウ) 予算額 10,070,000 千円の内数 

(2) ディスカバー農山
む

漁村
ら

の宝 

「ディスカバー農山
む

漁村
ら

の宝」は、自立した「強

い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」の実

現に向け、農山漁村の有するポテンシャルを引き出

すことによる地域の活性化、所得向上に取り組んで

いる優良事例を選定し、全国へ発信することを通じ

て他地域への横展開を図る取組であり、内閣官房と

連携し、平成 30 年度には 32 地区を選定した。 

(3) 世界農業遺産・日本農業遺産 

世界農業遺産は、世界的に重要かつ伝統的な農林

水産業を営む地域を国連食糧農業機関(FAO)が認定

する制度である。現在、我が国では 11 地域が認定さ

れている。平成 31 年２月に３地域(山梨県峡東地域、

滋賀県琵琶湖地域、兵庫県兵庫美方地域)の世界農業

遺への申請を承認した。 

また、日本農業遺産は、世界農業遺産の基準に日

本独自の基準を加えた認定基準に基づき、我が国に

おいて重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域を農

林水産大臣が認定する制度であり、平成 28 年に創設

した。平成 31 年２月に７地域(山形県最上川流域、

福井県三方五湖地域、滋賀県琵琶湖地域、兵庫県兵

庫美方地域、和歌山県海南市下津地域、島根県奥出

雲地域、愛媛県南予地域)を新たに日本農業遺産に認

定し、現在、15 地域を認定している。 

このほか、農業遺産制度や認定地域の取組につい

て情報発信を行うことで、地域資源を活用した農産

物のブランド化や都市との交流、観光促進を通じた

地域の活性化を支援した。 

 

６ 鳥獣による農作物被害対策 

 

平成 30 年度における鳥獣による農作物被害面積

は、約５万２千 ha、被害金額は約 158 億円であった。

このうち獣類による被害面積は約４万６千 ha、被害

金額は約 129 億円と被害金額の約８割を占めた。作

物別の被害金額では、イネが約 38 億円、野菜が約

37 億円、果樹が約 33 億円であった。獣種別では、

シカ(被害金額約 54 億円)、イノシシ(同約 47 億円)

及びサル(同約８億円)の３獣による被害が全体の被

害金額の約７割を占めている。 

このため、「鳥獣被害防止特措法」(平成 19 年法

律第 134 号)に基づく、市町村における被害防止計画

の作成及び鳥獣被害対策実施隊の設置を推進し、平

成 30 年 10 月末では、1,480 市町村において被害防

止計画が作成され、1,190 市町村において鳥獣被害

対策実施隊が設置された。 

また、「鳥獣被害防止総合対策交付金」において、

捕獲活動経費の直接支援、被害防止計画に基づく鳥

獣の捕獲体制の整備、侵入防止柵の設置、ICT 等の

新技術を用いた実証等に対する支援に加え、ジビエ

の全国的な需要拡大に向けて、ジビエ料理コンテス

トの開催や、全国ジビエフェアの開催などのプロモ

ーション等の取組を支援した。 

さらに、平成 29 年５月の農林水産業・地域の活力

創造本部において了承されたジビエ利用量を令和元

年度に倍増させるという政府目標の達成に向けて、

同交付金を活用してジビエ利用モデル地区の整備を

進めたほか、消費者のジビエに対する安心を確保す

るため、平成 30 年５月に国産ジビエ認証制度(30 年

度中に３施設認定)を制定した。 

このほか、鳥獣被害対策の専門家をアドバイザー

として登録し、被害地域の要請に基づいて紹介する

取組を推進するとともに、優良活動表彰により鳥獣

被害を防止する先進的な取組を広く周知した。 

 

第３節 優良農地の確保と計画
的な土地利用の推進 

 

１ 農業振興地域制度 

 

国土資源の合理的利用の観点から土地の農業上の

利用と他の利用との調整に留意しつつ、農業の近代

化に必要な条件を備えた農業振興地域を保全・形成

し、当該農業振興地域について農業に関する施策を

計画的に推進するため「農業振興地域の整備に関す
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る法律」(昭和 44 年法律第 58 号。以下「農振法」と

いう。)が昭和 44 年９月に施行され、農業振興地域

制度が発足した。その後、 

(ア) 昭和 50 年には、農業振興地域における土地の

計画的・効率的な利用を一層促進するために農

振法の一部が改正され、同年７月に施行された。 

(イ) 昭和 59 年には、土地利用型農業の生産性向上

を中心とする構造政策の推進による農業の体質

強化と、活力ある農村地域社会の形成とを同時

並行的に推進するために農振法の一部が改正さ

れ、同年 12 月に施行された。 

(ウ) 平成 11 年には、農業生産にとって最も基礎的

な資源である農用地を良好な状態で確保する等

の観点から農振法の一部が改正され、平成 12 年

３月に施行された。 

(エ) 平成 17 年には、農業振興地域整備計画の透明

性を一層向上させる観点から農振法の一部が改

正され、同年９月に施行された。 

(オ) 平成 21 年には、国内の農業生産の重要な基盤

である農地について、優良な状態で確保し、最

大限に利用される観点から農地法等の一部を改

正する法律により農振法の一部が改正され、同

年 12 月に施行された。 

(カ) 平成 27 年には、農地の総量確保の仕組みの充

実を図る観点から農振法の一部が改正され、同

年６月に施行された。 

(キ) 平成 28 年には、第５次地方分権改革一括法に

よる農振法の一部改正により、農振法に基づく

開発許可の権限を都道府県から指定市町村(注)

に移譲できることとされた。 

注：指定市町村とは、農地転用許可制度及び

農業振興地域制度を適正に運用し、優良

農地を確保する目標を立てるなどの要件

を満たしているもので、農林水産大臣が

指定する市町村のこと。指定市町村は、

農地法に基づく農地転用許可及び農振法

に基づく開発許可について、都道府県と

同様の権限を有することとなる。 

 

(1) 農用地等の確保等に関する基本指針の策定 

農用地等の確保等に関する基本指針(以下「基本指

針」という。)は、平成 11 年の農振法の改正により

農林水産大臣が定めることとされ、平成 12 年３月

17 日に農用地等の確保に関する基本的な方向のほ

か、農業振興地域の指定の基準等が定められた。そ

の後、 

(ア) 平成 17 年３月に閣議決定した「食料・農業・

農村基本計画」を受けて、同年 11 月 15 日に基

本指針の一部が変更された。 

(イ) 平成 21 年の農振法の改正により、国の確保す

べき農用地等の面積の目標を定めることとな

り、平成 22 年３月に閣議決定した「食料・農業・

農村基本計画」を受けて、同年６月 11 日に基本

指針の一部を変更し、国の確保すべき農用地等

の面積の目標(平成 32 年 415 万 ha)を定めた。 

(ウ) 平成 27 年３月に閣議決定した「食料・農業・

農村基本計画」を受けて、同年 12 月 24 日に基

本指針の一部を変更し、国の確保すべき農用地

等の面積の目標(平成 37 年 403万 ha)を定めた。 

なお、平成 29 年 12 月 31 日時点の同面積は

402 万 ha となっている。 

(2) 農業振興地域整備基本方針の作成 

農業振興地域整備基本方針(以下「基本方針」とい

う。)は、農振法が施行された後、都道府県において、

直ちに策定作業に着手し、昭和 45 年度までに農林水

産大臣の承認を受けて定められた(沖縄県は昭和 47

年度)。その後、 

(ア) 都道府県は、経済事情の変動や農業振興地域

の予定地域の指定の変更等に応じて基本方針の

変更を行った。 

(イ) 平成 27 年 12 月の基本指針の変更を受けて、

平成 30 年 10 月までに全ての都道府県において

基本方針が変更され、確保すべき農用地等の面

積の目標が定められた。 

(3) 農業振興地域整備計画の策定 

農業振興地域整備計画(以下「市町村整備計画」と

いう。)は優良な農地を確保・保全するとともに、農

業振興のための各種施策を計画的かつ集中的に実施

するために市町村が策定し、その中でおおむね 10

年を見通した農用地等として利用すべき土地を農用

地区域(農用地利用計画)に設定するものとされてい

る。 

農業振興地域整備計画が策定されている市町村

は、1,598(平成 29 年 12 月 31 日時点)となっている。 

(4) 国の補助事業等の集中実施と税制上の優遇措置 

ア 国の補助事業等の集中実施 

市町村整備計画の達成を図るため、土地の農業

上の利用条件の改善のための整備及び土地の農業

上の開発整備に関する事業、農業生産の近代化に

必要な施設の整備に関する事業並びに農地の保有

合理化に関する事業については、農用地区域を対

象として実施するものとされている。また農村生
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活環境の整備に関する事業、農産物の広域的流通

加工施設の整備に関する事業等、農業振興地域の

一体的整備を図るものについては、農業振興地域

を対象として実施するものとされている。 

イ 制度上の優遇措置 

農振法の規定により、個人や法人が所有する土

地の譲渡しに係る税制上の特例措置が設けられて

おり、 

(ア) 農用地区域内の土地が指定した用途に供され

ていない場合に行われる市町村長の勧告に係る

協議、都道府県知事の調停及び農業委員会のあ

っせんにより農地等が譲渡された場合の譲渡所

得の特別控除 

(イ) 農振法に基づく交換分合により土地等を取得

した場合の譲渡所得の課税の特例や不動産取得

税の軽減 

等がある。 

 

２ 農地転用許可制度 

 

農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の

基盤である優良農地の確保という要請と、住宅地や

工場用地等の農業以外の土地利用という要請との調

整を図り、かつ計画的な土地利用を確保する観点か

ら、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農

地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農

地へ誘導するとともに、具体的な転用目的を有しな

い投棄目的、資産保有目的での農地の取得を認めな

いことを内容としている。 

(ア) 平成 10 年には、２～４ha の農地転用につい

て、国への協議を付した上で都道府県知事に移

譲するとともに、農地転用許可基準を法定化す

るため、農地法の一部が改正され、同年 11 月に

施行された。 

(イ) 平成 21 年には、国、都道府県が行う公共転用

に係る法定協議制度の導入等を行うため、農地

法の一部が改正され、同年 12 月に施行された。 

(ウ) 平成 27 年には、２～４ha の農地転用に係る

国との協議の廃止、４ha を超える農地転用に係

る権限について国との協議を付した上で都道府

県知事又は指定市町村の長に移譲、国が指定す

る市町村(指定市町村)に都道府県と同様の権限

の移譲等の措置のため、第５次地方分権改革一

括法により農地法の一部が改正され、平成 28 年

４月に施行された。 

なお、農地及び採草放牧地の転用面積は、農地の

権利移動・借賃等調査(平成 21 年以前は土地管理情

報収集分析調査)によると、昭和 48 年をピーク

(67,720ha)に減少に転じ、バブル経済の頃に増加し

たものの、近年の転用面積は１万５千 ha 前後で推移

している。平成 28 年の農地転用面積は、１万 6,470 

ha(対前年比 99.5％)となっている。 

ア 用途別の農地転用面積 

平成 28 年における農地転用面積の用途別構成

をみると、「植林、その他」(28.7％)、「その他

業務用地(農林漁業用施設、駐車場・資材置場等を

含む。)」(27.9％)、「住宅用地」(25.5％)、「工・

鉱業用地」(6.8％)、「商業、サービス等用地」(5.5

％)、等となっている。 

イ 転用主体別の農地転用面積 

平成 28 年における農地転用面積を転用主体別

にみると、「一般の企業によるもの」(36.2％)、

「農家以外の個人」(32.7％)、「農家」(21.8％)、

「地方公共団体(公社・公団等を含む)」(7.0％)

等となっている。 

 

３ 荒廃農地の再生利用 

 

(1) 荒廃農地等の状況 

高齢化の進展、労働力不足等に伴い耕作放棄地は

増加している。農林業センサスにおいて農地所有者

の自己申告により把握された主観ベースの耕作放棄

地面積は、昭和 50 年には 13 万１千 ha であったもの

が、平成 27 年の時点で 42 万３千 ha へと増加してい

る。また、これらの耕作放棄地のうち、21 万８千 ha

は農家に所有され、20 万５千 ha は土地持ち非農家

により所有されているが、土地持ち非農家に所有さ

れる耕作放棄地面積は 40 年間で６倍となっており、

耕作放棄地増加の大きな原因となっている。 

一方、市町村・農業委員会の現地調査により把握

された客観ベースの荒廃農地面積は、平成 29 年で

28 万３千 ha となっている。このうち、「農地とし

て再生利用が可能な荒廃農地」は９万２千 ha であ

り、「再生利用が困難と見込まれる荒廃農地」は 19

万 ha である。 

(2) 荒廃農地の再生利用に向けた取組 

このような状況を踏まえ、耕作放棄地再生利用緊

急対策交付金を中心として、荒廃農地を再生利用す

るため地域の取組を総合的に支援している。 

平成 29 年荒廃農地に関する調査によると、新たな

荒廃農地の発生がみられる一方で、約１万１千 ha

の荒廃農地が再生されている。 
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第４節 農業農村整備事業等の 

推進 
 

１ 概 説 

 

(1) 農業農村整備事業実施概要 

平成 27 年３月に閣議決定された食料・農業・農村

基本計画において、農地・農業用水は、農業生産に

欠くことのできない基礎的な資源であり、農業就業

者の減少や高齢化等が進行する中で、良好な営農条

件を備えた農地・農業用水の確保と有効利用を通じ

て、国内農業の生産性向上と食料自給率・食料自給

力の維持向上を図る、とされたところである。この

ため、平成 30 年度においては、農業の競争力強化や

農村地域の国土強靱化を図るため、農地集積の加速

化・農業の高付加価値化のための農地の大区画化・

汎用化や水路のパイプライン化、老朽化した農業水

利施設の長寿命化、耐震化対策や突発事故への対応

等を推進している。 

また、平成 30 年度に発生した集中豪雨や震災等の

自然災害を踏まえ、全国重要インフラ緊急点検や全

国ため池緊急点検を実施した。これらの点検結果等

を踏まえ、３か年に渡り、ため池や農業水利施設等

の強靭化のための緊急対策を実施することとしてい

る。 

(2) 土地改良長期計画 

平成 28 年８月 24 日に新たな土地改良長期計画が

閣議決定された。本計画は、土地改良法(昭和 24 年

法律第 195 号)の規定に基づき、土地改良事業の計画

的な実施に資するため、事業実施の目標及び事業量

について、５年を一期として定めるものであり、計

画期間は、平成 28 年度から令和２年度までとしてい

る。 

また、本計画の策定と併せて、多様な地域特性を

活かした地域の様々な取組の参考となるよう、地域

の取組や発展のプロセスに着目した「農村振興プロ

セス事例集」を作成した。 

ア 基本方針と３つの政策課題 

土地改良事業の役割は、広く国民に恩恵をもた

らしてきた農村を将来にわたり継承するととも

に、新たな価値を生み出す豊かな基盤として整備

し、多面的機能の維持・拡大や国民経済の発展に

貢献することである。また、人口減少、高齢化等

に伴い集落機能の低下が懸念される中、事業の合

意形成から整備・共同管理に至る一連の流れが人

々のつながりを強めるという土地改良の特徴を活

かして、農村協働力を深化させていくことが重要

である。さらに、地理的・地形的条件、気象条件

等に応じた我が国の農村の多様性を踏まえ、地域

の風土に合った生産活動等を通じて多様な個性を

発揮させ、活力と魅力ある地域経済社会を実現す

る必要がある。 

こうした観点から、本計画の基本理念として「社

会資本の継承・新たな価値の創出・農村協働力の

深化」を掲げ、「個性と活力のある豊かな農業・

農村」の実現を目指すこととしている。 

この実現に向けて、土地改良事業を計画的かつ

効果的に実施するため、３つの政策課題と６つの

政策目標を定め、その達成に向けて重点的に取り

組むべき施策を整理した。 

 

表１ 土地改良長期計画の施策の枠組み 

政策課題 政策目標 

政策課題Ⅰ 

「豊かで競争力ある農業」 

政策目標１ 

産地収益力の向上 

政策目標２ 

担い手の体質強化 

政策課題Ⅱ 

「美しく活力ある農村」 

政策目標３ 

農村協働力と美しい

農村の再生・創造 

政策目標４ 

快適で豊かな資源循

環型社会の構築 

政策課題Ⅲ 

「強くてしなやかな 

 農業・農村」 

政策目標５ 

老朽化や災害リスク

に対応した農業水利

施設の戦略的な保全

管理と機能強化 

政策目標６ 

災害に対する地域の

防災・滅災力の強化 

 

イ 政策課題を達成するための目標と具体の施策 

３つの政策課題と６つの政策目標に取り組むた

め、土地改良事業及び有効性を高めるため併せて

行う取組を含めて、次のとおり 12 の具体の施策を

設定する。 

(ア) 政策課題Ⅰ：豊かで競争力ある農業 

【政策目標１】産地収益力の向上 

ａ 政策目標の達成に向けて講ずべき施策 

＜施策１＞農業生産の拡大・多様化による収 

益の増大 

水田農業において、米中心の営農体系から



 第８章 農 村 振 興 局  

  - 184 -  
 

野菜等の高収益作物を中心とした営農体系へ

の転換など、農業者の自立的な経営判断に基

づく生産を促すため、水田における畑作物の

導入と品質向上・収量増を可能とする排水改

良や地下水位制御システムの導入等を推進す

る。また、畑地や樹園地においては、安全で

高品質な野菜・果樹等のブランド化や輸出の

拡大等を促進するため、畑地かんがい施設の

導入や区画整理、排水改良等を推進する。 

さらに、食料自給率目標の達成や食料自給

力の維持向上にも資するよう、気候上裏作が

可能な関東以西地域を中心に耕地利用率の向

上を図るため、農地の排水改良等を推進する。 

＜施策２＞６次産業化等による雇用と所得の

創出 

農村における新たな雇用と所得の場を生み

出し、農村地域全体の所得向上と地域経済の

好循環をもたらすとともに、消費者にとって

親しみの持てる農業・農村を実現するため、

基盤整備を契機とした６次産業化等を推進す

る。このため、日本再興戦略 2016 における６

次産業化の市場規模の目標 10兆円(令和２年)

を踏まえ、土地改良事業の実施を通じて規模

縮小農家や高齢農家等を含む地域の協働体制

を整えつつ、生み出された労働力を加工・販

売等に充てるといった産地の取組を展開する。 

ｂ 施策の成果目標 

(a) 重要業績指標(KPI) 

○高収益作物への転換による所得の増加 

・基盤整備着手地区における生産額(主食用

米を除く。)に占める高収益作物が相当程

度の地区の割合 約８割以上 

○６次産業化等による雇用と所得の増加 

・基盤整備完了地区における６次産業化等

の取組による雇用と売上の増加率 

 約 2.5 倍以上 

(b) 活動指標 

・基盤整備完了区域(水田)における作付面

積(主食用米を除く。)に占める高収益作

物の割合 約３割以上 

・裏作が可能な地域における基盤整備完了

区域の耕地利用率 125％以上 

・(政策目標２に掲げる活動指標) 

ｃ 事業量 

・水田の汎用化 約 15.9 万 ha 

・水田の大区画化 約 8.3 万 ha 

・畑の区画整理・排水改良 約 3.1 万 ha 

・畑地かんがい施設の整備 約 2.5 万 ha 

・(政策目標５に掲げる事業量) 

【政策目標２】担い手の体質強化 

ａ 政策目標の達成に向けて講ずべき施策 

＜施策３＞農地の大区画化等や省力化技術の 

導入による生産コストの削減 

日本再興戦略 2016における担い手の米生産

コスト目標(令和５年までに 9,600 円/60kg ま

で削減)の達成を実現するため、水田の大区画

化等を推進する。その際、高低差の少ない低

平地においては、安価に整備が可能な畦畔除

去による簡易な大区画整備の取組を促進して

いく。また、一部の地域で見られるような５

ha 程度の巨大区画水田について、給排水口の

削減を通じた管理の合理化等を図る観点から

も、現場適用性に留意しつつ推進する。 

畑地においても、生産コスト削減の観点か

ら、効率的な農業生産を可能とする区画整理、

排水改良等の整備を推進する。また、地域ぐ

るみの効率的な飼料生産による高収益型畜産

体制(畜産クラスター)の取組を加速するた

め、大型機械化体系に対応した草地の大区画

化等の整備を推進する。 

さらに、水田や畑地における担い手等の農

作業の負担軽減・安全確保や、営農形態の変

化に対応した水利用の高度化を図るため、大

区画化等に伴う施設の合理化に加え、法面を

自走可能な除草ロボット、遠隔監視や操作を

可能とする ICT の導入や、パイプライン化や

給水の自動化等による新たな農業水利システ

ムの構築、GPS による農業機械の自動操舵シス

テムや地下水位の自在の調整が可能な地下水

位制御システム等の省力化技術の導入を積極

的に推進する。 

＜施策４＞担い手への農地の集積・集約化の

加速化 

日本再興戦略 2016における担い手への農地

利用集積の目標８割(令和５年度まで)の達成

を実現するため、農地整備事業と農地の公的

な中間的受皿として各都道府県に整備された

農地中間管理機構との連携をさらに強化し、

中山間地域も含めて、集積・集約化に資する

農地の大区画化、排水改良等の基盤整備を一

層推進する。 

こうした基盤の整備に当たっては、一人当

たりの経営規模の拡大、集落営農の広域化な

ど集落を超えた農地集積や、土地利用のゾー
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ニングにも留意して取り組む。 

＜施策５＞農業経営の法人化の促進 

経営管理の高度化、円滑な経営継承や地域

の雇用の創出など、効率的かつ安定的な農業

経営を行う上でメリットが多い法人経営につ

いて、日本再興戦略 2016 の目標５万法人(令

和５年まで)を踏まえ、生産性向上を通じて農

業経営の法人化・大規模化に寄与する基盤整

備を一層推進する。 

ｂ 施策の成果目標 

(a) 重要業績指標(KPI) 

○担い手の米の生産コストの大幅削減 

・基盤整備完了地区(水田)における担い手

の米生産コストが削減目標に達している

地区の割合 約８割以上 

(b) 活動指標 

・基盤整備完了地区における担い手への農

地集積率 約８割以上 

・基盤整備完了地区における担い手経営面

積に対する集約化率 約８割以上 

・基盤整備着手地区における農地中間管理

機構との連携率 約８割以上 

・基盤整備完了地区において設立又は規模

拡大した農業法人数の増加率 

  約５倍以上 

・整備ほ場や水管理等における省力化技術

(ICT、GPS 等)の導入地区の割 

  約８割以上 

・基盤整備完了面積(水田)における大区画

ほ場の割合 約７割以上 

・担い手を支える地域共同活動により構造

改革の後押しが図られている地域の割合 

  約７割以上 

ｃ 事業量 

・水田の汎用化 約 15.9 万 ha(再掲) 

・水田の大区画化 約 8.3 万 ha(再掲) 

・畑の区画整理・排水改良 

  約 3.1 万 ha(再掲) 

・畑地かんがい施設の整備  

  約 2.5 万 ha(再掲) 

・(政策目標５に掲げる事業量)(再掲) 

(イ) 政策課題Ⅱ：美しく活力ある農村 

【政策目標３】農村協働力と美しい農村の再

生・創造 

ａ 政策目標の達成に向けて講ずべき施策 

＜施策６＞農村協働力を活かした地域資源の

保全管理体制の強化 

将来にわたって多面的機能の維持・発揮を

図るとともに、農業の構造改革を後押しする

ため、豊富な経験と知識を有する農業者や地

域住民等の多様な人材の参画や集落間連携に

よる取組の広域化を促進し、農村協働力を活

かした地域資源の保全管理体制を強化する。 

＜施策７＞美しい農村環境の創造を通じた地

域づくり 

美しく活力ある農村の創出を図るため、土

地改良事業の実施を通じて蓄積された技術や

知見を活かし、地域住民、生物多様性に関す

る有識者等の参画を得つつ、環境への負荷や

影響の回避・低減、さらには環境の再生・創

造を推進する。 

特に、これらの取組を契機とし、農業者以

外の多様な人材の参画を得つつ、地域の環境

資源をシンボルとした農産物の高付加価値

化・ブランド化、歴史・風土を活かした修景、

インバウンド需要の農村への取り込み、子ど

もの農村での宿泊による農業体験等の推進な

ど、地域資源の適切な保全管理と地域の活性

化につながる取組を推進する。 

ｂ 施策の成果目標 

(a) 重要業績指標(KPI) 

○地域資源の保全管理の質と持続性の向上 

・地域共同活動における農業者以外の多様

な人材の参画率 約４割以上 

・持続的な広域体制の下での地域共同活動

により保全管理される農地面積の割合 

 約５割以上 

(ｂ) 活動指標 

・地域共同活動による農地・農業用水等の

保全管理への参加者数延べ 1,200 万人・

団体以上(平成 28～令和２年度) 

・基盤整備において農村環境の創造に着手

した地域数 約 2,000 地域(平成 26 年度) 

  → 約 2,500 地域(令和２年度) 

うち、農業者以外の多様な人材が参画し

た地域数 約 120 地域(平成 26 年度) 

  → 約 340 地域(令和２年度) 

うち、地域の活性化に向けた取組を行っ

た地域数 約 230 地域(平成 26 年度) 

  → 約 390地域(令和２年度)

ｃ 事業量 

・地域共同活動による農地・農業用水等の

保全管理面積 約 280 万 ha 

【政策目標４】快適で豊かな資源循環型社会の
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構築 

ａ 政策目標の達成に向けて講ずべき施策 

＜施策８＞農村の生活基盤の効率的な保全管理 

農村における良好な生活環境を確保し、非

農家も含めた多様な人々が快適に暮らせるよ

う、インフラ長寿命化基本計画に基づき、生

活基盤の機能も併せ持つ農道、農業集落排水

施設の機能診断や機能保全計画の策定を適切

に行い、老朽化対策を効率的に推進する。 

特に、農業集落排水施設については、農村

人口の減少に伴う利用者の減少等により利用

料金が増加する傾向にあるなど、今後、適切

な運営管理が困難となるおそれがあることを

踏まえ、関係３省(農業集落排水(農林水産

省)、下水道(国土交通省)、浄化槽(環境省))

で連携し、施設の集約・再編、下水道施設へ

の編入などを通じたストックの適正化に取り

組む。 

＜施策９＞小水力発電の導入等の再生可能エ

ネルギーの拡大 

エネルギー基本計画を受けて策定された長

期エネルギー需給見通しや、バイオマス活用

推進基本計画等を踏まえ、再生可能エネルギ

ーの導入を促進しつつ、資源循環型社会を構

築するため、農業用水を活用した小水力発電

や農業集落排水汚泥の再生利用等を推進する。 

特に、農業用水を活用した小水力発電等に

ついては、農業水利施設の維持管理費軽減に

も寄与する観点から、事業の採算性にも十分

に留意しつつ、円滑な導入に取り組む。 

ｂ 施策の成果目標 

(a) 重要業績指標(KPI) 

○農村の生活基盤の再編等による保全管理

の効率性の向上 

・農業集落排水施設の維持管理費の削減目

標を設定した再編計画の策定市町村数 

  約 300 市町村 

○再生可能エネルギーの導入による維持管

理費の軽減 

・農業水利施設を活用した小水力等発電電

力量のかんがい排水に用いる電力量に占

める割合 約３割以上 

(b) 活動指標 

・農道橋及び農道トンネルの機能保全計画

の策定率 10 割 

・農業集落排水施設の機能診断の実施率 

  10 割 

・汚水処理人口普及率(集落排水：農林水産

省、下水道：国土交通省、浄化槽：環境省)

 96％以上 

・農業集落排水汚泥の再生利用率 

  69％(平成 26 年度) 

  → 約 74％(令和２年度) 

ｃ 事業量 

・経済的・効率的な小水力等発電施設の整

備地区 約 120 地区 

うち、小水力等発電整備地区において

売電益を補修に活用する地区 約 100 地区 

・機能保全計画を策定する農道橋及び農道

トンネル農道橋 約 3,100 箇所 

  農道トンネル約 200 箇所 

・機能診断を実施する農業集落排水施設 

  約 1,600 地区 

・農業集落排水汚泥の再生利用を実施する

地区 約 300 地区 

(ウ) 政策課題Ⅲ：強くてしなやかな農業・農村 

【政策目標５】老朽化や災害リスクに対応した

農業水利施設の戦略的な保全管

理と機能強化 

ａ 政策目標の達成に向けて講ずべき施策 

＜施策 10＞農業水利施設の長寿命化とライ

フサイクルコストの低減 

老朽化が進行する農業水利施設の機能を将

来にわたって安定的に発揮させるため、財政

の健全化との両立にも留意しつつ、施設の長

寿命化とライフサイクルコストの低減を図る

戦略的な保全管理を推進する。このため、適

切なリスク管理の下、健全度評価に基づき、

施設を監視しつつ行う計画的かつ効率的な機

能保全対策を徹底する。その際、経年的な劣

化等を原因とする農業水利施設の突発事故等

不測の事態への対処も強化する。 

これらの取組を効果的に行うため、インフ

ラ長寿命化基本計画に基づき、機能診断・保

全計画の策定の加速化、機能診断結果や補修

履歴等の施設情報の共有化、新技術の開発と

現場への円滑な導入等を推進する。 

＜施策 11＞農業水利施設の機能強化による

災害リスクの軽減 

豪雨や地震によるため池の決壊や湛水被害

等を防止し、農地やその周辺地域の保全を図

り、災害に強い農村社会の形成に寄与するた

め、下流域に住宅等がある防災重点ため池の

整備、排水機場や排水路の整備等を計画的か
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つ効率的に推進する。その際、これまでの災

害において、排水機場が浸水被害を受けて機

能を喪失し、被害が拡大したことを踏まえ、

上屋の防水対策や被災後の緊急的な電源確保

などの浸水対策を強化する。 

また、被災による人命等への影響など重要

度の高い国営造成施設を中心に耐震照査を実

施し、その結果を踏まえた対策を推進すると

ともに、将来の気候変動等の災害リスクも考

慮した施設の在り方の検討にも着手する。 

ｂ 施策の成果目標 

(a) 重要業績指標(KPI) 

○健全度評価に基づいた施設の保全管理の

効率性の向上 

・更新等が必要と判明している基幹的農業

水利施設における対策着手の割合  

 約５割以上 

・施設機能が安定している基幹的農業水利

施設の割合 約５割以上 

○湛水被害等の災害防止と施設の耐震化 

・湛水被害等が防止される農地及び周辺地

域の面積  

農地及び周辺地域の面積約 34 万 ha(うち

農地面積約 28 万 ha) 

・耐震対策が必要と判明している重要度の

高い国営造成施設における耐震化計画の

策定割合 10 割 

(ｂ) 活動指標 

・基幹的農業水利施設の機能診断の実施率 

  10 割 

・基幹的農業水利施設の機能保全計画の策

定率 10 割 

・基幹的農業水利施設の施設情報の集約

化・電子化の割合 10 割 

・新技術の開発件数 35 件(平成 26 年度) 

  → 100 件(令和２年度) 

・重要度の高い国営造成施設における耐震

照査の実施率 10 割 

ｃ 事業量 

・更新等に着手する基幹的農業水利施設 

  水路約 1,500km、機場等約 210 箇所 

・各種防災事業の実施 約 2,400 地区 

・耐震対策が必要と判明している重要度の

高い国営造成施設のうち、耐震化計画を

策定する施設 17 箇所 

・機能診断を実施する基幹的農業水利施設 

  水路約 0.9 万 km、機場等約 2,200 箇所 

・機能保全計画を策定する基幹的農業水利

施設  

  水路約 1.3 万 km、機場等約 2,500 箇所 

・耐震照査を行う重要度の高い国営造成施設

 約 110 箇所 

【政策目標６】災害に対する地域の防災・減災

力の強化 

ａ 政策目標の達成に向けて講ずべき施策 

＜施策 12＞農村協働力を活かした防災・減災

力の強化 

日頃から想定外を想定するといった地域住

民の防災意識を高め、災害時の人命への影響

を軽減するため、被害想定範囲や避難場所等

を地図化したハザードマップの作成、防災情

報の伝達体制の整備、ため池の監視や排水路

の泥上げ等の豪雨後の迅速な復旧活動など、

地域のコミュニティを活用した防災・減災活

動等のソフト対策を推進する。 

その際、田んぼダムやため池の低水位管理

による洪水調節、農業用水の多用途利用(消火

用水、被災後の生活雑排水等の活用)、農道の

避難経路・輸送路としての利用、施設屋上の

避難所としての活用、小水力発電による非常

時の電力供給など、農地や農業水利施設等が

有する減災機能も積極的に活用する。 

また、被災後、施設管理者が業務を継続、

あるいは早期に再開することにより、農業生

産や周辺地域への影響が軽減できるよう、初

動体制の強化等を内容とする土地改良施設管

理者の業務継続計画(BCP)の策定を推進する。 

ｂ 施策の成果目標 

(a) 重要業績指標(KPI) 

○地域資源や農村協働力等を活用した防

災・減災力の強化 

・コミュニティを活用した減災活動や農

地・施設等が有する減災機能の活用が行

われている市町村の割合 10 割 

(ｂ) 活動指標 

・ハザードマップ等ソフト対策を実施した 

防災重点ため池の割合 10 割 

・大規模地震等に備えて業務継続計画(BCP) 

を策定した土地改良区の数 約 100 地区 

ｃ 事業量 

・ハザードマップ等ソフト対策を実施する

防災重点ため池 約 5,000 箇所 
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２ 農業農村整備事業等 

 

(1) 基幹的農業水利施設の整備 

ア 事業内容 

基幹的農業水利施設の整備は、機能診断に基づ

く適時適切な更新等を通じ、安定的な用水供給と

良好な排水条件を確保するものである。 

基幹的農業水利施設の整備を目的とする事業に

は、国営かんがい排水事業及び都道府県営かんが

い排水事業等があり、受益面積の規模等に応じて

水利施設体系を区分し、事業を行っている。国営

事業にあっては、受益面積おおむね３千 ha 以上

(畑地帯にあっては、１千 ha 以上)、都道府県営事

業にあっては、受益面積おおむね 200ha 以上(畑地

帯にあっては、100ha 以上)にわたる土地の基幹的

農業水利施設の整備を行う。 

国営事業の国庫負担率は、農林水産省 2/3～70

％、北海道・離島 75～85％、沖縄 90～95％、奄美

90％となっている。また、都道府県営事業におけ

る補助率は 50～80％となっている。 

イ 事業実施の状況 

基幹的農業水利施設の整備は、国営かんがい排

水事業、都道府県営かんがい排水事業及び水資源

機構事業に分かれて実施されている。このうち、

国営かんがい排水事業の平成 30 年度事業実施額

は 1,345 億円で、事業種別の実施額及び地区数は

表２のとおりである。 
 
 

 

 

表２ 平成 30 年度基幹的農業水利施設整備の実施状況 

 実施地区数 
 

農林水産省 北海道 沖縄 
   

事業名 
実施額 
(千円) 

継続 
うち 
完了 

着工 全計 計 継続 
うち 
完了 

着工 全計 計 継続 
うち 
完了 

着工 全計 計 

国営かんがい排水事業 (132,901,586)                

 134,482,586 73 (8) 4 0 77 32 (4) 2 0 34 3 (0) 0 0 3 

注１：農林水産省には、離島、奄美を含む。 

注２：実施額の上段( )は国費、下段は事業費。 

注３：完了地区には、次年度から施設機能監視制度へ移行する地区を含む。 

注４：「国営かんがい排水」の中には、「国営農業用水再編対策事業」、「特別監視制度」、「国営施設機能保全事業」、「国

営施設応急対策事業」等を含む。 

注５：「国営かんがい排水」の実施地区数には、施設機能監視分を含まない。 
 

 

 

(ア) 国営かんがい排水事業 

平成 30 年度における継続地区は農林水産省 73

地区、北海道 32 地区、沖縄３地区、計 108 地区で、

これらの地区においては平成 29 年度に引き続いて

事業の推進を図った。そのうち、農林水産省８地

区、北海道４地区、計 12 地区は事業を完了した。 

また、平成 30 年度においては、農林水産省４地

区、北海道２地区の計６地区で新たに事業着手し

た。 
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表３ 平成 30 年度国営かんがい排水事業完了地区及び新規地区 

事業名 地帯名 完了地区 事業着手地区 全体実施設計着手地区 

かんがい排水事業 農林水産省 九頭竜川下流(二期) 八代平野 
 

 

－ 

新川流域 

吉井川(一期) 

筑後川下流 

肝属中部(一期) 

北海道 道央用水(三期) 

兵付 
川合 
長沼 

幌向川二期 

 
 

－ 

沖縄 － － － 

国営造成土地改良施設整備事業 農林水産省 安積疎水二期 

牧之原 
－ 

－ 

北海道 － － － 

国営施設機能保全事業 農林水産省 － － － 

北海道 － － － 

国営施設応急対策事業 農林水産省 浪岡川 盛岡南部 
早月川 
揖屋 

－ 

北海道 － 苫前 － 

沖縄 － － － 

 

(イ) 水資源機構事業 

水資源の総合的な開発と利用の合理化を図る

ため、「水資源開発促進法」(昭和 36 年法律第

217号)に基づいて、水資源開発水系に７水系(利

根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川及び

筑後川)が指定され、その各水系毎に水資源開発

基本計画が策定されている。本事業は、水資源

開発基本計画及び「独立行政法人水資源機構法」

(平成 14 年法律第 182 号)に基づき、(独)水資源

機構が農業用水等の確保などに資する施設の改

築及び管理を一貫して実施するものである。 

建設事業(農業用水関係分)においては、平成

30 年度事業費 122 億 7,706 万円(うち当省補助

金額 42 億 8,000 万円)をもって、豊川用水二期、

利根導水路大規模地震対策、群馬用水緊急改築

及び木曽川右岸緊急改築の継続４地区を実施す

るとともに、愛知用水三好支線水路緊急対策に

ついて着工した。そのうち、群馬用水緊急改築

については事業を完了した。 

また、管理事業(農業用水関係分)においては、

平成 30 年度事業費 130 億 5,288 万円(うち当省

補助金額 29 億 8,700 万円)をもって、群馬用水、

利根導水路、埼玉合口二期、印旛沼開発、成田

用水、北総東部用水、東総用水、霞ヶ浦用水、

木曽川用水、三重用水、香川用水、両筑平野用

水、筑後川下流用水、愛知用水及び豊川用水の

継続 15 地区の施設の管理を実施した。 

(2) 国営農用地再編整備事業 

国営農用地再編整備事業は、農業の生産性の向上、

農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資する

ことを目的に、農業における基本的な生産手段であ

る農用地(既耕地)と未墾地を併せた再編整備、農用

地の造成等を行うものである。 

ア 国営農地再編整備事業 

広範にわたる地域を対象とした区画整理と開畑

の一体的な実施等の生産基盤整備を通じて、生産

性の向上や地域農業の展開方向に即した農業構造

の実現、農業的土地利用と非農業的土地利用の整

序化を図るとともに、農業の振興を基幹とした総

合的な地域の活性化に資することを目的とする。

この事業は、平場農業地域を対象とする一般型と

中山間地域を対象とする中山間地域型に区分され

るが、一般型については、平成 12 年度に事業制度

を廃止した。 

イ 国営緊急農地再編整備事業 

耕作放棄地及び耕作放棄地となるおそれがある

農地が優良農地の一定割合以上発生している広域

的な地域において、計画的な生産基盤の整備と併

せ、農地の土地利用を計画的に再編し、さらに、

担い手への農地の利用集積を進めることにより、

緊急的に生産性の向上と耕作放棄地の発生防止に

よる優良農地の確保を図り、農業の振興を基幹と

した総合的な地域の活性化に資することを目的と

する。 

平成 30 年度の実施状況は表４のとおりである。 



 第８章 農 村 振 興 局  

  - 190 -  
 

表４ 平成 30 年度農用地再編整備事業の実施状況 

 地区数 実施額(千円) 

継続 うち完了 新規 計 事業費 国費 

国営農地再編整備事業 8 (1) 0 8 11,772,960 11,772,960 

農林水産省 0 (0) 0 0 0 0 

北海道 8 (1) 0 8 11,772,960 11,772,960 

国営緊急農地再編整備事業 15 (0) 3 18 33,711,698 33,711,698 

農林水産省 5 (0) 1 6 9,917,588 9,917,588 

北海道 10 (0) 2 12 23,794,110 23,794,110 

 

 

(3) 土地改良調査計画 

平成 30 年度においては、競争力ある農業の実現と

国土強靱化に向けて土地改良事業を計画的かつ円滑

に推進するため、国営地区調査及び地域整備方向検

討調査等を行うとともに、長寿命化に配慮した更新

整備計画や環境・景観配慮のための基本的方針等の

策定を行う広域基盤整備計画調査を実施した。 

なお、平成 30 年度に国営地区調査を実施した調査

費と地区数は表５のとおりである。

 

 

表５ 平成 30 年度国営地区調査の実施状況 

  地区数 

  農林水産省 北海道 沖縄 

(単位：千円)    

区分 調査費 継続 着手 計 (うち完了) 継続 着手 計 (うち完了) 継続 着手 計 (うち完了) 

かんがい排水地区 1,095,920 8 2 10 (4) 3 2 5 (1) 0 0 0 (0) 

総合農地防災地区 467,432 3 0 3 (2) 0 0 0 (0) 0 0 0 (0) 

農地再編整備地区 300,954 2 0 2 (1) 4 0 4 (2) 0 0 0 (0) 

計 1,864,306 13 2 15 (7) 7 2 9 (3) 0 0 0 (0) 

 

 

(4) 農地防災事業等 

農地防災事業等は、農用地および農業用施設にお

ける自然災害の発生を未然に防止し、又は農業用用

排水の汚濁や農用地の土壌汚染を防止し、もしくは

地盤沈下等により低下した農用地・農業用施設の機

能回復を図ること等により農業生産の維持および農

業経営の安定を図り、併せて国土及び環境の保全に

資することを目的に実施する事業であり、「土地改

良法」(昭和 24 年法律第 195 号)、「地すべり等防止

法」(昭和 33 年法律第 30 号)等に基づいて計画的に

実施した。 

なお、平成 30 年度における各事業の実施状況は、

表６のとおりである。 

 

 

 

表６ 平成 30 年度農地防災等事業等の実施状況 

 実施額 地区数 

        

区分 事業費 

(千円) 

国費 

(千円) 

継続 新規 全計 計 完了 

国営総合農地防災事業 36,611,898 35,752,898 17 1 1 19 2 

直轄地すべり対策事業 1,019,555 1,019,555 2 0 0 2 2 

農村地域防災減災事業 117,970,924 69,803,166 1,219 1,030 0 2,249 959 

計 155,602,377 106,575,619 1,238 1,031 1 2,270 963 
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(5) 土地改良施設の管理 

土地改良事業によって造成された農業水利施設

は、農業生産を支える基本的施設であるとともに、

生態系や景観の形成などの多面的機能を発揮する重

要な社会共通資本である。 

今日、これらの農業水利施設は、ダムなどの基幹

施設から末端施設に至るまで膨大なストックを形成

していることから、効率的な更新整備や保全管理を

充実していくことが重要な課題となっている。 

ア 国営造成施設管理事業等 

(ア) 直轄管理事業 

国営造成施設のうち、特定の施設について国

が行う管理事業であり、平成 30 年度は５地区で

実施した。 

(イ) 広域農業水利施設総合管理事業 

同一水系において複数の国営造成施設を国が

一元的に管理する事業であり、平成 30 年度は１

地区で実施した。 

(ウ) 国営造成施設水利管理事業 

国営造成施設等に係る水利権の更新協議に必

要な資料の作成等を行う事業であり、平成 30 年

度は 37 地区で実施した。 

(エ) 国営造成水利施設ストックマネジメント推

進事業 

ａ 機能保全計画策定事業 

国営事業により造成された基幹的施設を対

象に、機能診断及び機能保全計画の策定を国

が行う事業であり、平成 30年度は 239施設で実

施した。 

ｂ 権利設定等事業 

施設の保全に係る権利の設定及び更新を

国が行う事業であり、平成 30 年度は 33 地区

で実施した。 

ｃ 技術高度化事業 

ライフサイクルコストを効率的に低減させ

るため、現場条件に応じた診断技術及び対策

工法の適用性の検証を通じてストックマネジ

メント技術の高度化を図る事業であり、平成

30 年度は 31 事務所で実施した。 

(オ) 国営造成施設県管理費補助事業 

国営造成施設で，都道府県が管理しているダ

ム、頭首工、排水機場及び防潮水門のうち、一

定規模以上の施設の管理について国が助成する

事業であり、平成 30 年度は 29 地区で実施した。 

(カ) 基幹水利施設管理事業 

市町村等が土地改良区と連携を図りつつ、公

共・公益性の高い基幹的な国営造成施設の管理

強化を行う事業であり、平成 30 年度は 315 地区

で実施した。 

イ 土地改良施設技術管理事業 

(ア) 国営造成施設管理体制整備促進事業 

国営造成施設の予定管理者である土地改良区

等に対して操作技術の習熟を図る操作体制整備

と、国営造成施設等を管理する土地改良区等の

管理体制整備を行う事業であり、平成 30 年度は

225 地区で実施した。 

(イ) 土地改良施設 PCB 廃棄物処理促進対策事業 

土地改良施設に存在する PCB 廃棄物を処理す

るために必要な収集運搬を行う事業であり、平

成 30 年度は 23 地区で実施した。 

ウ 土地改良施設突発事故復旧事業 

土地改良施設で発生した突発事故の現地仮復旧

及び機能回復を行う復旧工事を迅速に行うための

事業であり、平成 30 年度は５地区で実施した。 

 

実施状況(30 年度) 

予算額(千円) 

直轄管理事業 1,243,848 

広域農業水利施設総合管理事業 840,000 

国営造成施設水利管理事業 381,000 

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 

 4,041,146 

国営造成施設県管理費補助事業 1,434,544 

基幹水利施設管理事業 2,178,069 

国営造成施設管理体制整備促進事業 2,139,509 

土地改良施設 PCB 廃棄物処理促進対策事業 8,000 

土地改良施設突発事故復旧事業 2,300,000 

 

(6) 農業競争力強化基盤整備事業 

本事業は、攻めの農業の実現に向け、担い手への

農地集積の加速化や農業の高付加価値化を推進する

ため、以下の３事業を実施するものである。 

(ア) 農業競争力強化農地整備事業 

担い手への農地集積・集約化や、農業の高付

加価値化に取り組む地区等において、農地の大

区画化・汎用化等を行う。 

(イ) 農地中間管理機構関連農地整備事業 

農地中間管理機構が借り入れている農地にお

いて、農業者の申請・同意・費用負担によらず、

農地の大区画化等の基盤整備を行う。 

(ウ) 水利施設等保全高度化事業 

農業水利施設の整備や長寿命化対策に加え、
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畑地化・汎用化やパイプライン化・ICT 化等に

よる畑地・樹園地の高機能化や水利用の効率

化・水管理の省力化を図ることで、農業の高付

加価値化や高収益作物の導入、担い手への農地

集積・集約化等を行う。 

事業実施主体は都道府県、市町村、土地改良区等

で、国の補助率は定額、50％等である。 

平成 30 年度の本事業の実施状況は以下のとおり

である。 

・地区数：3,424(地区) 

・予算額(国費)：138,540(百万円) 

 

３ 農山漁村地域整備交付金 

 

農業農村、森林、水産の各分野でそれぞれ実施し

てきた農山漁村地域の整備に係る事業を、地域の自

主性に基づき総合的、一体的に実施できる交付金と

して、平成 22 年度に創設した。 

平成 30 年度は以下の内容で実施した。 

ア 内容 

(ア) 農業農村分野 

農用地整備、農業用用排水施設整備等 

(イ) 森林分野 

予防治山、路網整備等 

(ウ) 水産分野 

漁港漁場整備、漁村環境整備、海岸保全施設

整備等 

(エ) 効果促進事業 

農山漁村地域整備計画の目標を達成するた

め、上記(ア)、(イ)、(ウ)と一体となって効果を高め

るために必要な事業 

イ 実施地区数 4,890 国費 967 億円 

 

４ 海岸事業 

 

海岸法(昭和 31 年法律第 101 号)に基づく、海岸保

全施設整備事業により、津波、高潮、波浪その他海

水又は地盤の変動による被害から海岸を防護し、良

好な営農条件を備えた沿岸農地の確保を図るため、

海岸保全施設の整備を実施した。平成 30 年度におけ

る海岸保全事業の実施状況は表７のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

表７ 平成 30 年度海岸保全事業の実施状況 

 実施額 地区数 

       

区分 事業費 

(千円) 

国費 

(千円) 

継続 新規 計 完了 

直轄海岸保全施設整備事業 3,771,285 3,771,285 2 1 3 0 

計 3,771,285 3,771,285 2 1 3 0 

 

 
      

５ 災害復旧事業 

 

(1) 概 況 

我が国は、気象的、地理的環境から災害が発生し

やすい状況にあり、毎年台風、集中豪雨、地震、高

潮等の災害が頻発している。これらの災害により、

農地、農業用施設に莫大な損害を受けているほか、

道路、橋梁の流失によって交通が途絶するなど、そ

の被害は単に農地、農業用施設のみにとどまらず国

民経済の全般に及び、これらによる有形無形の損失

は、計り知れないものがある。 

農地及び農業用施設の災害復旧事業は「農林水産

業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する

法律」(昭和 25 年法律第 169 号)、農地保全に係る海

岸、海岸保全施設及び地すべり防止施設の災害復旧

事業は「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」

(昭和 26 年法律第 97 号)に基づいて行われ、特に激

甚な災害については「激甚災害に対処するための特

別の財政援助等に関する法律」(昭和 37年法律第 150

号)が適用され地元負担額を軽減するなどの特別の

助成措置が行われることになっている。また、国営

で施行中の事業等が災害を受けた場合の災害復旧事

業は、「土地改良法」(昭和 24 年法律第 195 号)第

88 条に基づいて行われることになっている。 

災害復旧事業は、その性質上他の公共事業と比べ、

特に迅速な措置が要求されるため緊急に復旧対策を

計画し実施しなければならないことから早期に査定
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を行い、事業に必要な経費が不足した場合は補正予

算等により措置されている。 

(2) 新 規 災 害 

平成 30 年に発生した農地、農業用施設及び農地保

全に係る海岸、海岸保全施設、地すべり防止施設の

被害額は表８のとおりである。 

 

表８ 平成 30 年災被害額 

区 分 箇所数 被害額(千円) 

直 轄 5 49,086,182 

農 地 37,569 74,801,789 

農 業 用 施 設 30,619 102,556,796 

海岸保全施設等 109 1,577,000 

計 68,302 228,021,767 

 

このうち、特に被害の大きい災害であった次の災

害が激甚災害として指定され、特別の財政措置を行

った。 

・平成 30 年５月 20 日から７月 10 日までの間の豪 

雨及び暴風雨による災害(７月 27 日指定 政令第

226 号) 

・平成 30 年８月 20 日から９月５日までの間の暴風

雨及び豪雨による新潟県岩船郡粟島浦村等の区域に

係る災害(10 月１日指定 政令第 288 号) 

・平成 30 年北海道胆振東部地震による災害(10 月１

日指定 政令第 289 号) 

・平成 30 年９月 28 日から 10 月１日までの間の暴風

雨による災害(12 月５日指定 政令第 333 号) 

また、局地的に激甚であった災害については、市

町村を単位として政令で激甚災害が指定され、特別

の助成措置を行った。 

新規発生災害の平成 30 年度における事業の実施

状況は、表９のとおりである。 

 

表９ 平成 30 年度新規発生災害の実施状況 

区 分 事業費(千円) 国費(千円) 

直 轄 48,778,822 48,755,080 

農 地 27,051,144 26,447,071 

農 業 用 施 設 47,085,176 46,367,423 

海岸保全施設等 751,169 740,317 

計 123,666,311 122,309,891 

 

(3) 過 年 災 害 

平成 29 年までに発生した災害に係る農地等の災

害復旧事業及び災害関連事業のうち平成 29 年度に

完了しなかったものについても、平成 30 年度に事業

を実施した。 

 

第５節 土地改良制度等 
 

１ 土地改良制度 

 

(1) 土地改良法の改正 

近年の農業及び農村をめぐる情勢の変化に対応す

るとともに、土地改良区の業務運営の適正化を図る

ため、土地改良法の一部を改正する法律(平成 30 年

法律第 43 号)が平成 30 年６月８日に公布され、平成

31 年４月１日から施行(ただし、イ①の貸借対照表

に係る規定については令和４事業年度から適用)さ

れることとされた。この改正の主な内容は以下のと

おりである。 

ア 土地改良区の組合員資格に関する措置 

① 所有者から耕作者への資格交替に係る農業

委員会の承認制を廃止し、届出制とした。また、

農地中間管理機構が単独で土地改良区に組合

員の資格得喪を通知できることとした。 

② 貸借地で、所有者が組合員の場合の耕作者、

耕作者が組合員の場合の所有者を准組合員と

できることとした。 

③ 理事の５分の３以上は原則として耕作者た

る組合員とすることとした。 

④ 農業用の用水施設の管理を行う土地改良区

は総会の議決を経て利水調整規程を策定する

こととした。 

⑤ 地域の活動団体を施設管理准組合員とし、施

設の維持管理に参加できるようにすることを

可能とした。 

イ 土地改良区の体制の改善に関する措置 

① 総代会の設置要件を組合員 200 人超から 100

人超に引下げるとともに、総代選挙について選

挙管理委員会による管理を廃止し、総代の書

面・代理人による議決権行使を導入した。 

② 共同で施設の維持管理事務(施設の見回り・

監視、賦課金の徴収、会計事務等)や附帯事業

(小水力発電等)を行う場合も土地改良区連合

の設立を可能とした。 

③ 決算関係書類として、現行の収支計算書等に

加え、原則、貸借対照表を作成・公表すること

とした。 

④ 監事のうち１人以上は原則として員外監事

を選任することとした。 
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(2) 土地改良団体の運営等 

ア 土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業

団体連合会の設立状況 

平成 30 年度末における土地改良区及び土地改

良区連合の地区数等は表 10 のとおりである。 

 

表 10 土地改良区等の地区数・面積 

 土地改良区 同連合 計 

前年度地区数 4,504 75 4,579 

本年度設立地区数 21 0 21 

本年度解散地区数 70 1 71 

現在地区数 4,455 74 4,529 

のべ面積(ha) 2,513,828 251,648 2,765,476 

 

また、土地改良事業団体連合会は 48 団体(全国

を含む)である。 

 

イ 土地改良区体制強化事業 

土地改良区の機能や役割が効率的・効果的に発

揮できるよう土地改良区の体制を強化するため、

次の事業を実施した。 

なお、平成 30 年度は、423 百万円を計上し、下

記(ア)～(オ)に対し助成を行った。 

(ア) 施設・財務管理強化対策 

土地改良施設の円滑かつ適切な管理及び事業

運営の透明化やガバナンスの強化を図るため、

道府県土地改良事業団体連合会が、土地改良施

設の診断・管理指導、土地改良施設の管理等に

関する苦情・紛争等の対策及び財務管理強化重

点地区の指導等を実施した。 

(イ) 受益農地管理強化対策 

換地事務の適正かつ円滑な推進により、ほ場

整備事業の効果を十全に発揮し、農地の効率的

利用を図るため、公募団体及び道府県土地改良

事業団体連合会が、換地事務に関する指導並び

に土地改良換地に関する異議紛争の未然防止及

び早期解決を図るための助言・指導を実施した。 

(ウ) 統合整備強化対策 

効率的・効果的に土地改良区の組織運営基盤

の強化が図られるよう、土地改良区が行う合併

及び合同事務所の設置等の推進を実施した。 

(エ) 研修・人材育成 

土地改良区の組織運営基盤や事業実施体制の

強化を図るため、公募団体及び道府県土地改良

事業団体連合会が、土地改良区の役職員等の資

質向上のための研修を実施した。 

(オ) 特定被災土地改良区復興支援対策 

特定大規模災害等により業務に支障が生じた

土地改良区について、公募団体が業務書類・機

器等の復旧に要する費用への助成を実施した。 

ウ 土地改良施設維持管理適正化事業 

土地改良事業の進展に伴い、造成される施設は

大幅に増加してきており、その整備補修が極めて

重要な課題となっている。 

一方、近年における農村環境の変化、土地改良

施設の高度化等の大きな変化に即応した対策が

必ずしも円滑に行われていないのが現状である。 

このため、全国土地改良事業団体連合会に土地

改良区等による施設整備補修のための資金を造

成し、この資金を利用して次の事業を実施した。 

(ア) 施設整備補修 

土地改良施設の機能保持、耐用年数の確保の

ため必要となる定期的な整備補修を実施した。 

(イ) 施設改善整備対策 

水田地域において高収益作物を導入し、産地

形成を行うために必要となる土地改良施設の改

善を図るための整備補修を実施した。 

(ウ) 安全管理施設整備対策 

農業水利施設への転落事故の防止を図るため

必要となる安全管理施設等の整備補修を実施し

た。 

なお、平成 30 年度の実施状況は、表 11 のとお

りである。 

 

表 11 土地改良施設維持管理適正化事業の実施状況 

(単位：百万円) 

 平成 29 年度 平成 30 年度 

年間総事業費 10,077 10,611 

国庫補助額 3,024 3,183 

 

(3) 農用地等集団化 

分散した農用地の集団化を図り、土地条件を整備

することは農業の生産性の向上と農業構造の改善を

図る上で極めて重要であるため、土地改良法に基づ

く区画整理等に伴う換地処分の事前調整及び農業委

員会等が行う交換分合に対して 平成 30 年度は、

66,731 百万円の内数(農業競争力強化基盤整備事

業)及び 10,060 百万円の内数(農山漁村振興交付金)

を計上した。 

(4) 土地改良財産の管理及び処分 

国営土地改良事業で造成した施設等(土地改良財

産)については、土地改良法第 94 条の規定により農林

水産大臣がこれを管理し処分することとなってい
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る。 

この場合において、その管理は原則として土地改

良区等に委託することとしており、平成 30 年度末ま

でに土地改良財産を管理委託した実績は、表 12 のと

おりである。 

 

表 12 管理委託実績(平成 30 年度末) 

国営土地改良事業完了 

地区数 1,232 地区 

管理委託済施設数 

 ダム、頭首工、揚水機場等 1,506 施設 

 水路、道路 18,008 ㎞ 

 

(5) 融 資 関 係  

ア 農業基盤整備資金(耕地) 

本資金は、農業の生産力の増大及び生産性の向

上を図るための農業生産基盤の整備や農村環境基

盤の整備を図るための長期・低利の資金である。 

株式会社日本政策金融公庫の平成 30 年度貸付

実績額は 9,265 百万円、また、沖縄振興開発金融

公庫の同年度貸付実績は 589 千円。 

イ 担い手育成農地集積資金 

本資金は、効率的かつ安定的な農業経営を営む

者等に対し農用地の利用集積が図られる特定の土

地改良事業の実施に必要な費用の一部を土地改良

区等に無利子で貸し付ける資金である。 

株式会社日本政策金融公庫の平成 30 年度貸付

実績額は 11,394 百万円、また、沖縄振興開発金融

公庫の同年度貸付実績はない。 

(6) 農家負担金軽減支援対策事業 

本事業は、土地改良事業等の農家負担金の償還が

困難な地区に対し、利子助成、無利子貸付け等を行

うことにより、農家負担金の軽減措置を講じるため

以下の事業を実施しているものである。 

ア 土地改良負担金償還平準化事業 

本事業は、一定の要件を満たす地区において、

負担金の水準が一定以上の期間について、その一

定額(平準化目標額)を超える部分を土地改良区等

が融資機関から資金を借り入れて後年に繰り延べ

ることにより償還の平準化を図る場合に、借入利

率が無利子となるよう利子補給するものである。 

平成 30 年度末現在で、814 地区認定している。 

イ 特別型国営事業計画償還助成事業 

本事業は、農家等の負担分について財投資金を

借り入れている特別型の国営土地改良事業地区等

のうち、負担金の円滑な償還が困難となっている

地区を対象に、償還時における利息の一部の助成

を行うものである。 

平成 30 年度末現在で、61 地区認定している。 

ウ 担い手育成支援事業 

本事業は、一定の要件を満たす担い手への農用

地利用集積に積極的に取り組む地区に対して、負

担金の水準が一定以上の期間について、負担金の

償還利率が 2.0％を超える利子相当額を土地改良

区等に対し助成するものである。 

平成 30年度末現在で、1,691地区認定している。 

エ 水田・畑作経営所得安定対策等支援事業 

本事業は、水田・畑作経営所得安定対策の導入

など力強い農業構造の実現に向けた農政改革に則

し、農業の担い手への農用地の利用集積率が増加

することが確実と見込まれる場合に、土地改良区

等が負担する額の６分の５に相当する額を無利子

で貸付けを行うものである。 

平成 30 年度末現在で、531 地区認定している。 

オ 災害被災地域土地改良負担金償還助成事業 

本事業は、土地改良区等に対して、一定規模以

上被災した農用地又は土地改良施設等の受益地に

係る被災年度の負担金の償還利息に相当する額を

助成するものである。 

平成 30 年度末現在で、34 地区認定している。 

カ 経営安定対策基盤整備緊急支援事業 

本事業は、土地改良事業等の農家負担金を償還

中の地区であって、農地利用集積の増加等が見込

まれる地域に対して、当該年度の償還利息に相当

する額を助成するものである。 

平成 30 年度末現在で、418 地区認定している。 

 

２ 農業水利関係 

 

河川法に基づく水利使用に関する協議 

国土交通大臣は、水利使用に関する河川法第 23

条、第 24 条及び第 26 条第１項の許可又は第 34 条第

１項の承認に係る申請に対する処分をしようとする

ときは、河川法第 35 条第１項の規定に基づき関係行

政機関の長に協議しなければならない。 

これにより、国土交通大臣は、最大取水量が毎秒

1.0m3 以上又はかんがい面積が 300ha 以上のかんが

いのための水利使用に係る許可、認可の処分をしよ

うとするときには、農林水産大臣に協議するもので

ある。 

最近の協議件数は表 13 のとおりである。 
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表 13 河川法第 35 条第１項の規定による水利使用

に関する処分の協議件数 

年度 かんがい 発電 計 

17 12 1 13 

18 20 1 21 

19 29 1 30 

20 31 1 32 

21 67 2 69 

22 116 4 120 

23 94 4 98 

24 152 4 156 

25 103 9 112 

26 127 30 157 

27 122 16 138 

28 157 3 160 

29 168 13 181 

30 188 5 193 

注１：平成 25 年度までの発電は、かんがい用水に完

全従属する小水力発電の水利使用の件数であ

る。 

注２：平成 26 年度以降の発電は、登録制度に移行し

たことから登録申請された件数を計上してい

る。 
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